
県境産廃いわてだより 第 99 号 平成 24 年 8 月 15 日 

発行・問合せ先 二戸保健福祉環境センター 〒028-6103 二戸市石切所字荷渡 6-3 電話 0195-23-9206     

第第 5522 回回原原状状回回復復対対策策協協議議会会（（77 月月 2211 日日開開催催））ににつついいてて   

平成24年7月21日に開催された第52回原状回復対策協議会の内容についてお知らせします。
１ 平成 24 年度の廃棄物掘削・搬出状況について 
 

廃棄物の掘削は、現在Ｇ地区の汚染土壌対策
の支障となるＦ地区東部の掘削を行っていま
す。今後は準備が整い次第、残るＥ地区東部、
Ｋ地区東部、Ｏ地区東部の掘削に順次着手する
予定です。 
２ 汚染土壌対策について 

現在、県境不法投棄現場では廃棄物の掘削が

完了した箇所のうち、土壌汚染が見られる汚染

残留区画について、昨年度から、本格的な浄化

工に着手してきたところですが、スケジュール

に沿って浄化対策が実施された結果、今年度７

月までに５地区の不飽和帯（地下水位よりも上

部）で浄化が完了するなど、汚染土壌の浄化は

おおむね順調に進んでいます。 

なお、汚染残留区画の中でも汚染濃度が高

く、透水性の低い区画については、フェントン

工法※といわれる追加対策工を実施し、汚染土

壌の浄化を行っています。 

３ 県境不法投棄現場の原状回復事業に係る国との協議について 

 廃棄物撤去・処分事業については、当初の計画期間内である平成 24 年度中に完了することと

していますが、1,4-ジオキサンをはじめとした難分解性の有害物質等による地下水汚染対策事

業に要する相応の期間を新たに見込む必要があるため、現在事業期間を延長することについて

国と協議しております。   

第第 5533 回回原原状状回回復復対対策策協協議議会会をを次次ののととおおりり開開催催すするる予予定定でですす。。  

どどななたたででももごご自自由由にに傍傍聴聴ででききまますす。。  

  日日時時    平平成成 2244 年年 99 月月 88 日日（（土土））  午午後後 22 時時 1100 分分かからら  

  場場所所    二二戸戸地地区区合合同同庁庁舎舎  １１階階  大大会会議議室室（（二二戸戸市市石石切切所所字字荷荷渡渡６６--３３））  

廃廃棄棄物物のの撤撤去去状状況況ににつついいてて（（平平成成 2244 年年 77 月月末末現現在在））  

表：平成 24 年度の月別撤去量 

 撤去量（トン） 

24 年 4 月 2,448

24 年 5 月 2,402

24 年 6 月 3,182

24 年 7 月 2,618

合計 10,650

平成 24 年度撤去目標 38,000 トン 

※撤去量については、小数点以下の端数処

理をしているため、割合の合計が 100%にな

らない場合があります。  

  

 

 

 

 
 

 

左図に岩手県側廃棄物の撤

去状況を示します。 

７月末までに、岩手県側廃

棄物推計量約 342,000 トンの

うち、約 314,880 トンを撤去

しました。 

H24撤去量
 　　10,650㌧

(3.1%)

H16～23
撤去量

297,945㌧
(87%)

措置命令等
6,284㌧(1.8%)

　　未処分量
　　27,350㌧

（8.0%)

図：岩手県側廃棄物の撤去状況 

 ※ 用語説明～フェントン工法について～ 
トレンチャー（下図参照）を地面に垂直に立て、
攪拌翼を回転させながら浄化が必要な箇所の下
部に至るまで掘り進み、有機化合物を分解するた
めの薬剤（過酸化水素（H2O2）と硫酸第１鉄
（FeSO4））を注入し、攪拌を続けながらトレン
チャーを水平方向に動かし、汚染土壌を浄化しま
す。 

← ト レ ン チ ャ ー

 

← 攪 拌 翼  

図：フェントン工法イメージ図 


